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  課税事業者選択届出書を提出した場合の２割特例       

Ｑ：免税事業者だった私は、インボイス制

の導入に伴って適格請求書発行事業者になり

ましたが、その際に課税事業者選択届出書も

提出しました。この場合、令和５年分の申告

において、２割特例は受けられますか？                           

                                              

Ａ：受けることができます。 

【解説】  

２割特例とは、令和５年10月１日から令和

８年９月30日までの日の属する各課税期間に

おいて、免税事業者が適格請求書発行事業者

となる場合に、売上げに対する消費税額から

売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費

税額を控除した残額の２割を納付税額とする

制度です。 

２割特例は「消費税課税事業者選択届出書」

の提出により課税事業者となった事業者も適

用を受けることができますが、令和５年９月

30日以前の期間を含む課税期間の申告につい

ては、２割特例の適用を受けることはできま

せん。 

「消費税課税事業者選択届出書」の効果は、

原則として、その提出した日の属する課税期

間の翌課税期間から生じますので、ご質問の

場合は、その効果は令和６年１月１日から生

じることになりますので、令和５年分につい

ては、令和５年10月 1 日(適格請求書発行事

業者の登録日)から令和５年12月31日までの

期間に行った課税資産の譲渡等及び特定課税

仕入れについて申告を行うことになり、令和

５年９月30日以前の期間を含まないことから、

２割特例の適用を受けることができます。 
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